
現⾏の地域医療構想の振り返り
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（１）現⾏の地域医療構想について



○ 地域医療構想は、団塊の世代が75歳以上となり医療ニーズが増⼤・変化する2025年に向け、中⻑期的な⼈
⼝構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を⾒据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療
を効率的に提供できる体制の確保を目的とするもの。

○ 上記を踏まえ、各都道府県において、
• 2025年の医療需要と機能別（⾼度急性期、急性期、回復期、慢性期）の病床数の必要量の推計値
• 在宅医療等について、⾃宅や介護施設等で対応可能との仮定のもと必要量を推計
• 目指すべき医療提供体制を実現するための施策

を「地域医療構想」として策定し、地域の関係者間の協議に基づく医療機関の⾃主的な取組によって、病床の
機能分化・連携を推進してきた。(本県では、平成28年度に地域医療構想を策定)
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地域医療構想の推進の仕組み

１．病床機能報告制度 ２．地域医療構想調整会議の協議 ３．⾃主的な機能転換等の取組

都道府県

一般・療養病床を
有する病院・診療所

○各構想区域に設置された「地域医療構想調整
会議」において、病床の機能分化・連携に向け
た協議を実施。

急性期 100床

回復期 50床

急性期 50床

回復期 100床

転
換

調整会議で合意を得た取組
（急性期50床を回復期に転換）

の実施

都道府県
（地域医療介護総合確保基⾦）

○都道府県は「地域医療介護総合確保基⾦」を
活用し、医療機関の機能分化・連携を⽀援。

財
政
支
援

〇各医療機関から都道府県に対し、現在の病床機能
と今後の方向性等を「病床機能報告」により報告。

75歳以上のニーズ増
● ●

現⾏の地域医療構想について（概要）
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現⾏の地域医療構想に記載した北信構想区域の課題
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（課題）
○ 少子化対策、定住・移住の促進など地方創生の観点から、子供を安心して産み育てられる環境づく

りの⼀翼を担う産婦⼈科、⼩児科等の医療の確保が急務となっている。
○ ⼈口10万⼈当たりの医療従事者数は、医師が154.9⼈（県平均216.8⼈）、看護師が902.3⼈（県平

均969.1⼈）と県平均を下回っており、医療従事者の確保が課題。

【2025年度の病床数の必要量の推計】

・2025年度に必要と推計される病床数は541床。

＜病床機能報告による現状＞
・2015年７⽉１⽇現在の許可病床数は⼀般病床

642床、療養病床99床、合計741床。
・許可病床のうち、稼働している病床は⼀般病

床と療養病床を合わせて683床。
・療養病床のうち、2023年度末までに介護医療

院等への転換対象となっている病床は55床と
なっている。



（２）現⾏の地域医療構想の取組・成果



・これまでの各区域における取組は以下のとおり、医療ニーズを踏まえた⾃主的な取組が着実に進められている。

主な取組区域

【病床機能の転換・再編等】
 国保浅間総合病院︓318床→278床まで病床削減（内訳︓療

養病床▲40）（平成31年３⽉）
【介護医療院への転換】
 小諸病院︓医療療養病床16床及び介護療養病床10床を介護

医療院へ転換（令和３年６⽉）
 佐久穂町⽴千曲病院︓医療療養病床18床を介護医療院へ転

換（令和５年９⽉）
 軽井沢⻄部総合病院︓医療療養病床42床を介護医療院へ転

換（令和５年12⽉）

佐久

【病床機能の転換・再編等】
 東御市⺠病院︓急性期病床60床を回復期病床に転換（令和

元年11⽉）
 塩田病院︓急性期33床、慢性期16床を回復期病床に転換

（令和４年２⽉）
 ⿅教湯病院︓三才⼭病院（237床）と統合し、現地建替え

（416床→475床）（令和６年10⽉）
 上田市⽴産婦⼈科病院︓分娩機能を信州上⽥医療センターへ

集約するため、急性期病床（27床）を廃止(令和６年３⽉）
【介護医療院への転換】
 丸子中央病院︓介護療養病床97床を介護医療院へ転換（平

成30年10⽉）
【その他】
 救急体制の受入機能を強化するため、病院間の転院調整を

ルール化した協定を締結

上⼩

主な取組区域

【病床機能の転換・再編等】
 諏訪湖畔病院︓地域で不⾜する回復期病床30床の整備(令和元年10

⽉)
 富⼠⾒⾼原病院︓急性期病床（54床）から回復期に転換(予定）

諏訪

【病床機能の転換・再編等】
 前澤病院︓急性期病床46床を廃止し、無床診療所化(令和４年11

⽉)
 昭和伊南総合病院︓300床→199床まで病床削減(⼀般病床▲101)

し、移転建替え（令和９年度開院予定）
【介護医療院への転換】
 仁愛病院︓介護療養病床30床を介護医療院へ転換(令和３年８⽉）
【その他】
 医師や患者等の負担軽減等のため、医療ＭaaＳを推進し、オンラ

イン往診を可能な体制を整備

上伊那

【病床機能の転換・再編等】
 健和会病院︓199床→189床まで病床削減（内訳︓⾼度急性期▲１、

急性期▲１８、回復期＋６、慢性期＋３）（令和４年10⽉）
【介護医療院への転換】
 下伊那厚生病院︓介護療養病床36床を介護医療院へ転換（令和元

年10⽉）
 ⻄澤病院︓介護療養病床111床を介護医療院へ転換(令和２年４⽉)
 菅沼病院︓介護療養病床10床を介護医療院へ転換(令和３年８⽉)
 下伊那赤十字病院︓介護療養病床30床を介護医療院へ転換（令

和３年８⽉）
【その他】
 県⽴阿南病院︓売⽊村診療所（へき地診療所）への医師派遣の代

替として、病院－診療所間をつなぐオンライン診療を実施

飯伊

区域ごとの主な取組（平成29年度〜）1/2
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・これまでの各区域における取組は以下のとおり、医療ニーズを踏まえた⾃主的な取組が着実に進められている。

主な取組区域

【病床機能の転換・再編等】
 県⽴⽊曽病院︓239床→199床まで病床削減(内訳︓⼀般病床

▲15、療養病床▲25(うち20床は介護医療院へ転換))(令和２年
３⽉)

【介護医療院への転換】
 県⽴⽊曽病院︓介護療養病床20床を介護医療院へ転換（令和２

年３⽉）（再掲）
【その他】
 県⽴⽊曽病院︓へき地の集会所への巡回診療において、隔⽉で

オンライン診療を実施

⽊曽

【病床機能の転換・再編等】
 国保会田病院︓慢性期病床31床を廃止し、無床診療所化（平成

30年３⽉）
 国⽴病院機構松本病院︓中信松本病院(230床)と統合し、まつも

と医療センターとして開院（250床→437床）(平成30年５⽉)
 松本市⽴病院︓215床→199床まで病床削減（内訳︓⼀般病床

▲16）（平成30年10⽉）
【介護医療院への転換】
 上條記念病院︓介護療養病床58床を介護医療院へ転換(平成30

年８⽉)
 桔梗ヶ原病院︓医療療養病床24床を介護医療院へ転換(令和２年

２⽉）
【その他】
 地域医療連携推進法⼈の認定に向けた⼀般社団法⼈の設⽴

松本

主な取組区域

【病床機能の転換・再編等】
 市⽴⼤町総合病院︓284床→199床まで病床削減（内訳︓⼀般

病床▲71、療養病床▲14）（平成30年７⽉）
⼤北

【病床機能の転換・再編等】
 信越病院︓

①急性期病床49床を回復期病床に転換（令和元年７⽉）
②97床→52床まで病床削減(内訳︓⼀般病床▲15、療養病床
▲30)し、移転建替え（令和７年度開院予定）

 ⻑野赤十字病院︓680床→565床まで病床削減（内訳︓⼀般病
床▲100、精神病床▲15）し、移転建替え（令和10年度開院予
定）

【介護医療院への転換】
 豊野病院︓医療療養病床20床及び介護療養病床40床を介護医療

院へ転換（平成31年３⽉）
 東和田病院︓医療療養病床29床及び精神病床120床を介護医療

院へ転換（令和６年３⽉）

⻑野

【病床機能の転換・再編等】
 北信総合病院︓445床→419床まで病床削減（内訳︓⼀般病床

▲26）（平成31年４⽉）
北信

区域ごとの主な取組（平成29年度〜）２/2
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・地域医療構想策定当時から令和６年度（2024年度）にかけての病床数の推移は以下のとおりであり、急性期と慢性期が減少し、
回復期が増加するなど、全体として進捗が認められる。

3,972 4,463 4,417 4,342 4,082 3,871 3,791 3,448 3,324 3,281 3,326 3,207 3,260 

2,312 
2,237 2,505 2,802 3,144 3,239 3,353 3,540 3,563 3,602 3,752 3,904 

5,121 

10,536 
10,504 10,424 10,088 9,873 9,658 9,640 9,324 

9,263 9,091 8,849 8,870 6,551 

2,603 2,207 2,227 2,121 1,950 
2,047 2,052 1,964 

1,999 1,905 1,854 1,846 

1,907 

19,769 19,760 19,805 19,842 19,521 19,188 19,157 18,828 18,454 18,337 17,986 17,906 

16,839 

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年意向 2030年意向 2025年

⾼度
急性期

急性期

回復期

慢性期

病床機能報告（許可病床数） 地域医療構
想の推計値

休棟等

将来意向調査
（許可病床数）

平成27年度（2015年度）〜令和６年度（2024年度）までの機能別病床数の推移
（⻑野県全体︓許可病床ベース）

8※ 地域医療構想の推計値はあくまで地域の関係者で将来の医療提供体制の構築に向けた検討を進める上での参考値であり、病床数の削減目標となる値ではない。
※ 病床機能報告と将来意向調査、地域医療構想の推計値はそれぞれ計算方法が異なることから、単純に比較することはできないことに留意が必要。



・基⾦創設当初から令和６年度までの区分ごとの活⽤実績は以下のとおりであり、区分Ⅰ-1・Ⅰ-2では総額で約65億円、
全区分の合計額で約125億円の財政⽀援を実施。

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

区分Ⅰ-1︓地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設設備整備に関する事業

区分Ⅰ-2︓地域医療構想の達成に向けた病床の機能⼜は病床数の変更に関する
事業（Ｒ５より活用）

区分Ⅱ︓居宅等における医療の提供に関する事業

区分Ⅲ︓医療従事者の確保に関する事業

区分Ⅳ︓勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業（Ｒ２より創設）

国
消費税財源活⽤

市
町
村

市町村計画
（基⾦事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画
(基⾦事業計画)

基⾦
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３

申
請

交
付

交付

交付 提出

交付 提出

申請

合計Ｒ6Ｒ5Ｒ4R3R2R1H30H29H28H27H26区分
6,1731,0298191,383280172339339576534482220Ⅰ-1
34486258---------Ⅰ-2

1,135941049494919430148146134106Ⅱ
4,692516487410378503360377500445356360Ⅲ
1911448544530------Ⅳ

12,5351,7391,7161,9417977967937461,2241,125972686合 計

【主な事業】
・回復期への転換に要する施設・設備の整備 等

【主な事業】
・訪問診療の実施に必要な医療機器の整備 等

【主な事業】
・新⼈看護職員向けの集合研修 等

【主な事業】
・勤怠管理システム運⽤費の⽀援 等

１．事業の流れ ２．補助メニュー

３．これまでの活⽤実績 （単位︓百万）
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【主な事業】
・医療機関が⾏う病床機能再編を⽀援

※百万単位のため、実際の合計とは差異が生じている可能性があります。

地域医療介護総合確保基⾦事業（医療分）



在宅医療の充実状況及び介護施設等の整備状況①

11,568 
13,771 

9,606 

11,611 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2013年度 2025年度

必要量（訪問診療分） 必要量（訪問診療分除く）

地域医療構想における在宅医療等の必要量の推計値

２１，１７４

２５，３８２

（単位：人／日）■圏域ごとの推計値

2025年度推計値2013年度推計値

構想区域
左のうち訪問診療分在宅医療等の必要量在宅医療等の必要量

2013年度比2013年度比
うち

訪問診療分

117.4%1,634 117.3%2,847 1,392 2,428 佐 久

119.5%1,127 125.0%2,341 943 1,873 上 小

126.6%1,465 126.0%2,535 1,157 2,012 諏 訪

119.5%1,281 119.7%2,225 1,072 1,859 上伊那

106.2%1,160 106.6%2,115 1,092 1,984 飯 伊

99.0%203 98.8%405 205 410 木 曽

123.6%2,932 122.8%5,016 2,372 4,086 松 本

114.4%477 113.7%812 417 714 大 北

122.1%3,139 125.4%6,271 2,570 5,002 長 野

101.4%353 101.1%815 348 806 北 信

119.0%13,771 119.9%25,382 11,568 21,174 県計

＋2,203
（19.0％増）

＋2,005
（20.8％増）

（人／日）

＋4,208
（19.9％増）
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・本県の地域医療構想では、在宅医療等のニーズについて、2025年度（令和７年度）までに2013年度（平成25年
度）と⽐べて約２割増加すると推計の上、在宅医療等の充実を⽀援していくための取組を進めてきたところ。

出典：長野県地域医療構想



在宅医療の充実状況及び介護施設等の整備状況②
・在宅医療⽀援診療所・病院を届け出る医療機関、訪問看護ステーションは増加しており、在宅医療等の提供先

として想定される介護医療院などの⾼齢者向け施設の整備も進んでいる。
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在宅療養⽀援診療所・病院の届出数、訪問看護ステーションの設置状況

在宅療養支援診療所

在宅療養支援病院

（出典：関東信越厚生局「施設基準の届出状況」）

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）事業所数3 1 1 3 4 0 3 0 3 0

18

5 5 3 1 5 1
10
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介護施設などの整備状況
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（出典：関東信越厚生局「施設基準の届出状況」）

（出典：厚生労働省「介護事業所サービス調査」）

訪問看護ステーション

小規模多機能型居宅介護事業所数

介護老人福祉施設定員数

（出典：厚生労働省「介護事業所サービス調査」） 11



【参考】在宅医療の提供状況

12

・在宅療養⽀援診療所、在宅療養⽀援病院、在宅療養後方⽀援病院、訪問看護ステーションの届出数の推移は以下
のとおり。
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（出典：厚生労働省「介護事業所サービス調査」）



【参考】⾼齢者施設の整備状況
・療養病床から転換した介護医療院の整備が進み、その他の施設定員も地域によって増加傾向である。

※長野県高齢者プラン、介護支援課調べ

その他の介護施設等の整備状況

4,215 4,528 4,780 4,917 
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※その他介護施設等

特別養護老人ホーム（地域密着型含む）、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス、シルバーハウジング
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地域型病院

薬局

郡市医師会
診療所

地域包括支援センター、
ケアマネジャー

県・市町村

訪問看護事業所 診療支援
医師派遣・
遠隔診療等

容体安定・逆紹介

容体悪化・紹介

機能維持・強化に
向けた財政支援

受診
診療

広域型病院

役割分担を踏まえた医師配置

介護施設

 今後ニーズが増加
する高齢者疾患に
対応。

 広域型病院と連携
し、地域に必要とさ
れる機能を確保。

地域型病院を支援する広域型病院に対し、
医師を重点的に配置

 医師・設備等を集約
化し、高度・専門医療
に専念。

 若手医師が症例を多
く経験できる環境を整
備。

患者

外来医療体制

容体悪化・
紹介

容態安定・
逆紹介

在宅医療体制
（地域包括ケア体制）

入
院
医
療
体
制

ICTの活用
患者情報等を地域包括ケア体制を支える
関係機関で共有し、多職種連携を推進

目指すべき医療提供体制
診療所・介護施設への支援

診療所が対応できない訪問診療や往診、
介護施設の配置医では困難な入所者
の急変時のサポート等を実施

第８次医療計画（Ｒ６）からは、医療機関間の役割分担と連携の議論の更なる推進を図るため、⻑野県独
⾃の取組として、2040年を⾒据えた医療提供体制の姿とその取組の方向性を⽰したグランドデザインを策
定し「病床機能」だけでなく「病院機能」にも着目した取組を推進。

【入院医療体制】 「地域型病院」と「広域型病院」による役割分担と連携を推進。
【在宅医療体制】 「地域型病院」を中心にした連携体制を強化するとともに、ＩＣＴを活⽤した患者情報等を共有する

取組を推進。
【外来医療体制】 「かかりつけ医機能を担う医療機関（診療所、地域型病院）」を明確化するとともに、それらと「紹

介患者を中心に診る医療機関（広域型病院）」による役割分担と連携を推進。

医療提供体制の「グランドデザイン」の概要

14



＜地域型病院・広域型病院が持つ機能として想定するもの＞

地域型病院 広域型病院

 高度・専門的な医療を提供する機能

【想定する診療機能】

がん ： 都道府県がん診療拠点病院、がん診療連携拠点病院 等

脳卒中 ： 脳血栓溶解療法（rt-PA）、脳外科手術、脳血管内手術が可能 等

心血管疾患 ： 大動脈解離、心臓カテーテル治療が可能 等

精神疾患 ： 依存症治療拠点機能、児童思春期精神科医療、災害時精神医療
分野等における県の拠点機能 等

救急医療 ： 救命救急センター 等

災害医療 ： 災害拠点病院

周産期医療： 総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター

小児医療 ： 小児中核病院、小児地域医療センター

感染症 ： 第一種、第二種感染症指定医療機関 等

医師派遣 ： 医師が多数在籍し、医師派遣等により中小病院・診療所を支援する
機能

 地域包括ケア体制の要となる機能（地域密着型）

【想定する診療機能】

・総合診療を提供する機能

・他の急性期病院で治療を受け、引き続き入院医療が必要な患者の受入機能

・在宅医療を提供する機能（訪問診療、往診、看取り等）

・在宅医療を担う診療所や介護施設等を支援する機能（診療所等の医師不在
時における支援、レスパイト入院等）

・在宅や介護施設等で急変した患者の受入機能

・リハビリテーションを提供する機能

・長期療養が必要な患者の受入機能

 平日の二次救急患者や休日・夜間の救急患者を受け入れる機能
（地域救急型）

【想定する病院】
救急告示病院、病院群輪番制参加病院

 一部の診療領域に特化した機能（地域専門型）

【想定する診療領域】
脳神経外科、精神科、産婦人科 等

医療提供体制の「グランドデザイン」の概要－更なる役割分担と連携の推進－
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（３）現⾏の地域医療構想のまとめ（評価）



〇 地域医療構想のねらいとは︖
⇒ ⼈口構造の変化に伴う患者像の変容に対応するため、地域医療構想調整会議等での

協議を通じた各医療機関の⾃主的な取り組みによって、医療機関同⼠の役割分担と連
携を推進するもの。

〇 地域医療構想の評価
・ 地域医療構想が導入される前は、医療計画と診療報酬が医療政策の主な⼿段。
・ 地域医療構想が導入されて、以下の事項が可能となったと認識。

①将来推計による医療機関の中⻑期的な検討に資するデータの提供
②病床機能報告による法律に基づく診療報酬に紐づかない形での実態把握
③地域医療構想調整会議による地域の医療関係者が定期的に集まる場の提供
④地域医療介護総合確保基⾦によるその地域で必要なものに対する経済的インセン

ティブの付与

現⾏の地域医療構想について（評価と課題）①
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〇 地域医療構想の課題
⼀方で現⾏の地域医療構想は、国の検討会等で以下のような課題が指摘されている。
① 将来推計は、将来の病床数の必要量にのみ注目が集まり、医療従事者を含めた医療

提供体制全体の議論が不⼗分
② 病床機能報告は、医療機能の報告が⾃主的に⾏われるため、報告が必ずしも実態に

即していない
③ 協議は、関係者や議題が多岐にわたり、議論が形骸化している
④ 地域医療介護総合確保基⾦は、協議による合意形成を促し地域医療構想を進める

インセンティブとして不⼗分

その他にも、「新たな地域医療構想」と本県の「グランドデザイン」は、医療計画上
の位置づけや医療機関機能に着目していることなどの共通点も多く、次期構想の策定に
当たっては、両者の整合性も確保していく必要がある。

現⾏の地域医療構想について（評価と課題）②

・病床数は、2015年の19,769床から2024年には18,337床になり、機能別に⾒ても急性
期病床が減少し回復期病床が増加するなど、⼀定程度、医療ニーズに沿った転換が図られ
てきている。
・在宅医療⽀援診療所・病院を届け出る医療機関等の増加、介護医療院をはじめとした在
宅医療等の⾼齢者向け施設の整備が進むなど、在宅需要への体制整備も⼀定程度の進捗が
認められる。
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本⽇ご意⾒をいただきたい事項

 現⾏の地域医療構想の評価について
 「新たな地域医療構想」の策定に向けた課題について
 その他（これまでの取組に対するご意⾒等）
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【参考】医療機関の今後の方針（対応方針）について



21

2025年推計値
（参考値）

対応方針平成27年度病床機能報告

（2015.7.1時点）

26
60

0 0 0

99
82

82 82 58

140
140

200 200
182

461

339 339 339

244

15

75 75 75

57

（＋60）

（▲122）

（±0）

（▲17）

（±0）

（±0）

（＋60）

高度
急性期

急性期

回復期

慢性期療養
病床
99

一般
病床
642

741 床
（許可病床）

2024.7.1時点 2025年意向 2030年意向

696床
（許可病床）

696床
（許可病床）

696床
（許可病床）

▲45床

（±0）

（±0）

（±0）

（±0）

±0床

休棟等

541床

※ あくまで地域の関係者で将来
の医療提供体制の構築に向けた
検討を進める上での参考値であり、
病床数の削減目標ではない。

±0床

（±0）

（▲60）

対応方針 － 機能別病床数の意向 － （北信医療圏）

○ 2025年の意向を集計した結果、2024年７⽉１⽇時点と⽐較すると、休棟が回復期として再稼働する⾒込み。
○ 2030年の意向を集計した結果、2025年の意向から病床機能の変更は無い⾒込みとなっている。



【凡例︓今後の圏域における役割の意向】
①︓重症の救急患者への対応や⼿術など、⾼度・専門医療を中心とした急性期医療を担う医療機関
②︓救急患者の初期対応や⽐較的症状が軽い患者に対する急性期医療を担う医療機関
③︓在宅や介護施設等で急性増悪した患者（サブアキュート）や、急性期経過後に引き続き入院医療を要する患者（ポストアキュート）の受入機能を担う地域包括

ケアの拠点となる医療機関
④︓回復期リハビリテーション医療を提供する医療機関
⑤︓⻑期にわたり療養が必要な患者（重度の障がい者（児）を含む）に対する入院医療を担う医療機関
⑥︓特定の診療に特化した役割を担う医療機関（例︓産婦⼈科、精神科 等）
⑦︓かかりつけ医としての役割や在宅医療における中心的な役割を担う医療機関

〇 各医療機関の今後の役割の意向は以下のとおり。

具体的な今後の方針
今後の圏域における役割の意向（◎は主たる役割）

病診
区分

医療機関名
⑦

かかりつけ

⑥
特定診療

⑤
長期療養

④
回リハ

③
地ケア

②
軽症急性期

①
高度・専門

北信医療圏を守り、地域完結型の医療提供を目指す。このために、診療体制の堅持と更なる拡充を図る。
・行政・自治体・消防・医師会・周辺医療機関との連携強化。
・医師確保による診療体制の維持・強化。
・高度医療提供のための設備の更新（リニアック・血管造影装置）。
・新型コロナ対応を継続しつつ一般診療の拡充を図り、救急医療体制を整備する。

○○○○◎病院厚生連北信総合病院

１）病院BSCと勤務評定により、経営改善と診療の質の向上をはかる。職員満足度調査と患者満足度調
査なども利用し、働きがいがある職場と患者から選ばれる病院を目指す。
２)外来機能の充実。紹介受診重点医療機関取得のため、紹介率50%、逆紹介率40%を令和６年度に達成
する。外来患者の待ち時間短縮と勤務医の外来診療負担の軽減をはかり、入院治療に重点をおく。
３）二次救急医療を維持し救急患者応需率95%以上、救急車1300台以上/年に85%以上応需し、丁寧な入
院治療をおこない入院率増加をめざす。消化器外科手術・がん治療の継続、整形外科手術・リハビリの継
続と北信総合病院との機能的連携を強化する。眼科は白内障から硝子体手術の継続。脳外科は一次脳
卒中センターとしてt-PA治療を継続し、脳卒中治療の向上につとめる。消化器内科は、質の高い内視鏡
診断と治療（ESDなど）や超音波内視鏡による膵臓癌診断の取り組みの継続、呼吸器内科は肺がん治療、
新コロナ治療を継続、循環器内科は北信総合病院と治療連携を継続する。また透析センターは岳北地域
の透析治療を継続する。
４）診療単価の向上をはかる。救急からの新入院患者増加やDPC係数を増点する診療方針をさらに進め
る。新たな指導料・施設基準獲得による治療の質向上と経営改善に努める。回復期リハビリ病床機能の
再編と適正化をおこなう。
５）感染対策室・医療安全推進室活動をさらに強化する。
６）非常勤医師、診療科の適性化をすすめる。
７）周辺医療機関との前方・後方連携を強化して、直接入院者による包括ケア病棟利用率をさらに高める。
８）病院機能評価による診療の質向上を継続し、５年ごと更新する。
９）信州大学・富山大学からの医師派遣継続に努め、長野赤十字病院との連携、飯山市医師奨学生への
面談指導などにより医師の増員を図る。
１０）医学生、看護学生、薬学生、医療分野学生の臨床教育を継続する。
１１）岳北地域での自宅看取り対応について、医師会、行政とともにACPの啓蒙活動を行う。
１２）二次救急と地域包括ケアシステムの中核病院機能維持のため、約10年ごとの大型医療機器更新が
必要である。飯山赤十字病院運営協議会開催・首長面談などで飯山赤十字病院の現況と運営方針を説
明し、地域医療維持のため自治体からの理解と支援を求める。

○○○◎病院飯山赤十字病院

内科、心療内科、精神科、リハビリテーション科を中心に回復期の医療を提供していく。◎○病院佐藤病院

現状維持◎診療所医療法人保倉産婦人科医院
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対応方針 － 今後の圏域における役割の意向 － （北信医療圏）


